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平 成 28 年 度  事 業 報 告 書 
 

  成立の日から平成29年3月31日まで 
 
 

 
 

特定非営利活動法人声とことばの力  
  

 １ 事業実施の報告 
 
 法人設立初年度であったため、活動の認知拡大のため、講演会事業に従事した。 
介護予防事業については、大田区で平成27年度に引き続き受託することが出来、平成29年度も引き続き実

施が確定している。 
また、大田区の事業実績が評価され、墨田区、江東区についても平成29年度より事業委託が決定した。 
今後も東京23区を中心に千葉、埼玉、神奈川等においても事業拡大が出来るよう活動を続けていく。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
（１）特定非営利活動に係わる事業 

   

事業名 事 業 内 容 実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者 

の 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

人 数 

事業費の 

額 

（千円） 

朗読、声出し体
操を中心とする
認知症予防及び
健康づくりのた
めの支援事業 

②認知症予防朗読講座、及び声
出し健康体操講座の開催及び受
託 
「認知症予防朗読基礎講座」 
大田区において、公募した40名
に対し、5ヶ月間月2回、計10回
の講座を開催する。 
 
 
 
 
 
 

11～3月の
月2回 
13時30分
～15時 

池上会館 4人 大田区民40人 540 

認知症予防朗読
および声出し健
康体操プログラ
ムに関わる教育
及び人材養成事
業 

②関係スタッフ等の研修事業 
「インストラクター養成講座」 
首都圏を中心に認知症予防朗読
講座のインストラクターを目指
す方に講座を開催する。 

8～ 1月に
月2回 
13～15時 

東京フォー
クロア・ス
タジオ 

2人 首都圏在中の
インストラク
ター希望者 

600 

その他目的を達
成するために必
要な事業 

「認知症予防フォローアップ講
座」 
大田区において、平成27年度に
認知症予防朗読基礎講座を受講
した方を対象に、4回の講座を
開催し、保育園、児童館でその
成果を発表する。 

9～12月に
4回 
1回約60分 

大田区内の
認 可 保 育
園。 
児童館 

44人 大田区の保育
園児、幼稚園
児、小学生 
不特定多数 

270 
 

講演会事業 NPO創立記念祝賀会及び記念講
演会の開催 

平成29年 
1月28日 

東武ホテル
レバント東
京龍田の間 

10人 首都圏在住
の、今後当法
人の会員とし
て活動に従事
する可能性の
ある参加希望
者60名 

70 

  
 （２）その他の事業 
 
 実施なし。 

 


